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荒川区地域福祉計画（素案）に対する 

パブリックコメントの実施結果 
 

１ 募集期間 

  令和７（２０２５）年１２月１日（月）～同月２６日（金） 計２６日間 

 

２ 実施方法 

○地域福祉計画（素案）のパブリックコメントの実施について、令和７年１２月

１日発行の区報や区ホームページ、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｘ（旧Ｔｗｉ

ｔｔｅｒ）、ＬＩＮＥ）により周知しました。 

○概要版及び本文を区役所福祉推進課、地下 1 階情報提供コーナーにて閲覧に

供しました。 

〇意見は、持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール及び区ホームページにて受け付けま

した。 

 

３ 意見提出数 

 ７人（２５件） 

  【提出区分内訳】 

   持参１名／２件、メール２名／１０件、区ホームページ４名／１３件 

 

４ 意見の取扱い 

◎ 新たに計画へ意見を反映する ３件 

〇 既に計画に記載 １０件 

― ご意見・ご要望として今後の参考にする １２件 

合    計 ２５件 

 

５ 意見の概要及び意見に対する区の考え方 

No 種類 意見の概要 回答（区の考え方） 

計画

への

反映 

該当 

ページ 

１ 全般 

ここ数年でマンション

の建設が急増し、その

人口増に保育園・医療・

災害体制等のキャパシ

ティが追いついておら

ず、これを解消するた

め、住宅政策と福祉政

策を一体的に運用して

いただきたい。 

区全体としては、就学前人口

は減少傾向にあるものの、地

域ごとに特徴があるため、そ

れぞれの地域の動向を注視

し、保育園の定員の見直し

や、開発事業者へ保育施設設

置の協力を求めるなどし、

様々な保育ニーズに応えら

れるよう努めてまいります。 

また、災害時、マンション居

住者には在宅避難を推奨し

ており、防災対策の重要性及

― 

70～

71 

 

93～

94 
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び資器材や日用品等の備蓄

啓発、エレベーターの耐震化

等の支援に取り組んでまい

ります。 

あわせて、災害時に配慮が必

要な方への医療や福祉の提

供体制の整備を進めてまい

ります。 

２ 全般 

医療・保育・住宅・行政

運営など、日常生活の

基盤となる部分を現状

に合わせて整えること

で、子育て世帯・現役世

帯にとって安心して暮

らせる地域になると思

う。 

本計画及び関連の各分野の

計画を踏まえて、区民の皆様

が相互に信頼し合い、助け合

いながら生活することがで

きる「地域共生社会」の構築

に向けて取り組んでまいり

ます。 

― ― 

３ 全般 

素案全体の「主な取組」

が一項目でも多く実現

達 成 さ れ る こ と を 望

む。 

― ― ― 

４ 全般 

福 祉 を 充 実 さ せ る に

は、企業誘致や高所得

世帯の転入増により、

財源となる税収を高め

る必要がある。 

企業誘致に関しては、

障害者雇用における税

制優遇や、子育て世帯

の雇用による補助金に

よる支援、低所得層へ

の起業支援などが考え

られる。 

企業誘致や、障がい者雇用に

おける税制優遇、子育て世帯

の雇用における補助金によ

る支援等につきましては、国

や東京都の施策等も活用し

ながら、事業者の方々とも情

報交換や連携を図ってまい

ります。 

― 
67～

69 

５ 
重層的

支援 

高齢者や障がい者、子

どもなどの各分野にま

たがる「重層的支援体

制整備事業」について

は、事業の評価や見直

しの方法の大枠は、こ

の計画の中で一定示し

て お く べ き で は な い

か。 

いただいたご意見を踏まえ、

「重層的支援体制整備事業」

の今後の評価や見直しの方

法の方向性について追記し

ました。 ◎ 31 

６ 
多文化 

共生 

急増している外国人住

民 の 窓 口 対 応 に つ い

て、日本語が通じず、窓

口の混雑や職員の負担

の 増 大 が 見 ら れ る た

め、専用窓口の設置や、

手続の予約制など、外

現在窓口等においては、外国

語でも意思疎通を円滑に行

えるよう、タブレット端末を

活用した外国語通訳サービ

ス等を導入しておりますが、

体制の強化等さらなる改善

に取り組んでまいります。 

○ 
55～

56 
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国人が相手でも現場が

無理なく対応できるよ

うな仕組の整備が必要

と感じる。 

７ 障がい者 

「 バ リ ア フ リ ー の 推

進」において、心のバリ

アフリーの文言が出て

くるが、バリアフリー

の推進には、「やさし

さ」や「思いやり」とい

った心的なものではな

く、行動の変容が求め

られるため、当該ペー

ジ以降の適切な個所に

「障害の社会モデル」

をキーワードとした記

述を入れ、具体的な取

組を進める旨を追記し

ていただきたい。 

いただいたご意見を踏まえ、

「バリアフリーの推進」に関

する記載の今後の方向性の

文中に、「障害の社会モデル

の理解」に関する文言を追記

しました。 

◎ 
100～

102 

８ 障がい者 

現在のグループホーム

制度では終の住みかと

ならず、重度障がい児

者の親亡き後の不安が

あるが、今後設立され

るグループホームの制

度はどのようなものに

なるのか。 

現在、建設を予定しているグ

ループホームについては、重

度障がい者の受入れが可能

な施設とするとともに、医療

的ケアに対応する短期入所

や、施設入浴といった地域に

不足する機能のほか、入居の

期限を設けない滞在型の施

設とする予定です。 

○ 

59～

61 

 

67～

69 

９ 障がい者 

令和１１年に開設予定

の重度グループホーム

が、ショートステイ、ト

ワイライトサービスを

兼ね備え、強度行動障

害にも対応できる施設

と な る よ う 願 っ て い

る。また、軽度グループ

ホームも足りているわ

けではないため開設へ

の援助を願いたい。 

現在、建設を予定しているグ

ループホームについては、重

度障がい者の受入れが可能

な施設とするとともに、医療

的ケアに対応する短期入所

や、施設入浴といった地域に

不足する機能のほか、入居の

期限を設けない滞在型の施

設とする予定です。また、軽

度のグループホームについ

ても、施設整備費等の補助を

実施し、開設を促進してまい

ります。 

○ 

59～

61 

 

67～

69 

１０ 障がい者 

ペアレントメンターや

相談員として伺った相

談が、なかなか区につ

なげるまでに至らない

が、相談支援専門員も

いるので、支援につな

がっているといいと思

ペアレントメンターや障が

い者相談員、相談支援専門員

の皆様と緊密な連携を図り

ながら、障がい者やそのご家

族に寄り添った支援を行っ

てまいります。 

― 

67～

69 

 

72～

74 
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っている。 

１１ 障がい者 

ペアレントメンター等

の 研 修 も お 願 い し た

い。 

ペアレントメンター等の研

修につきましては、関係団体

との調整を含め検討してま

いります。 

― 

67～

69 

 

72～

74 

１２ 障がい者 

令和８年頃の成年後見

制度に係る民法改正が

可決された際には周知

を願いたい。 

今後の民法改正の動向を注

視し、障がい者やそのご家族

をはじめ、成年後見制度の利

用が必要となる方々に、制度

の利用等に関する情報を適

切にお伝えしてまいります。 

― 
87～

92 

１３ 障がい者 

成年後見制度は財産管

理が主になり身上監護

の部分が弱いように思

えるため、何か方策が

あればと思う。 

障がい者やそのご家族にと

って、成年後見制度の利用が

より有益なものとなるよう、

制度に関する今後の民法改

正の動向を注視するととも

に、制度がより適切に運用さ

れるよう、関係者への支援や

情報提供に努めてまいりま

す。 

― 
87～

92 

１４ 障がい者 

成年後見の申告費用や

報酬に対する助成制度

の継続を願いたい。 

成年後見制度を必要とする

方に適切に利用していただ

けるよう、今後も必要な支援

を行ってまいります。 

○ 
87～

92 

１５ 障がい者 

知的障がい者や高齢者

を抱えている家族等に

ついて、保護者等の負

担軽減の観点から、当

事者のみではなく、そ

の家族が関わる全ての

機関とのケース会議の

開催等ネットワーク化

を願いたい。 

障がい者や高齢者、ひとり親

家庭など、複数の要因が関係

する場合は、適宜関係課や関

係機関と連携をして対応し

ております。また、さらに解

決が困難なケースに備えて、

現在、重層的支援体制の整備

に向けた準備を進めており

ます。 

○ 
67～

69 

１６ 障がい者 

知的障がい者の場合、

心のバリアフリーの推

進は難しいが、知的障

がい者やその家族につ

いて社会に少しでも理

解してもらうことが必

要である。 

知的障がいも含めた様々な

障がいに関する理解の促 

進に向けて、差別解消講演会

の開催などを通じ、学校 

なども含めた関係機関への

啓発活動等をさらに推進し

てまいります。 

○ 
100～

102 
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１７ 障がい者 

本人の意思決定が重要

と言われているが、親、

支援者は当事者に良か

れと誘導してしまいが

ちである。保護者への

浸透には時間が必要と

も思われ、当事者の思

い通りにならない事も

あるかもしれないが、

当事者の意思をできる

だけ尊重する社会にな

るよう願っている。 

障がい者本人の意思決定や

権利行使が尊重され、適切に

行われるよう、障害者権利条

約や障害者総合支援法の趣

旨も踏まえ、関係機関や支援

者と連携しながら、講演会や

研修等のテーマに取り入れ

る等、ご本人、ご家族、支援

者に対する、理解促進や啓発

活動に取り組んでまいりま

す。 

○ 
83～

86 

１８ 
子ども 

子育て 

区内には、初産の無痛

分娩に対応できる産婦

人科や産後ケア施設、

３６５日対応の小児科

がほぼ整備されていな

いため、有事の際には

他区の施設を利用する

必要があり、関係機関

の設置、誘致等は喫緊

の課題である。 

周産期・乳幼児医療体

制は地域福祉の最重要

領域であり、計画の中

心課題と明記いただき

たい。 

無痛分娩や産後ケア施設に

関する情報につきましては、

妊婦面接・相談（ゆりかご面

接）や電話相談等を通じて情

報提供を行っており、今後も

情報収集に努め、安心して妊

娠出産が迎えられるよう、相

談支援を行ってまいります。 

また、産後ケア施設の整備に

つきましては、「荒川区子ど

も・若者総合計画」に沿って、

施設のさらなる確保に向け

て取り組んでまいります。 

小児医療につきましては、医

師会こどもクリニックや輪

番体制により３６５日の体

制を整備しております。 

夜間の診療についても区内

５か所の二次救急医療機関

のほか、準夜間帯において、

東京大学医学部附属病院や

日本医科大学付属病院等と

の連携により、医師会こども

クリニックで小児初期救急

医療を行っております。 

周産期や乳幼児に関する医

療体制については、東京都や

近隣区とともに、地域医療圏

単位で検討を行っており、東

京都保健医療計画等を踏ま

えて今後も検討を進めてま

いります。 

― 
70～

71 

１９ 
子ども 

子育て 

計画案では高齢者施策

の比率が高いが、区の

持続可能性を長期的な

視点で見た場合、現役

子どもや若者、ひとり親家庭

など若い世代の支援につき

ましても、「荒川区子ども・

若者総合計画」などの関連計

〇 

44～

45 

 

70～
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世帯・子育て世帯に対

する医療・保育・教育な

どの生活の土台への投

資を強化すべきではな

いか。 

画との整合性を図りながら

推進してまいります。 

71 

 

75～

76 

２０ 
子ども 

子育て 

福 祉 を 充 実 さ せ る に

は、企業誘致や高所得

世帯の転入増により、

財源となる税収を高め

る必要がある。 

保育園やベビーシッタ

ー支援、教育環境の充

実など子育て環境を整

備することで、高所得

の子育て世帯の転入が

増え、それによる税の

増収により、区民全体

への福祉の充実へとつ

ながる。 

保育園や教育環境の充実な

ど子育て環境の充実につき

ましては、本計画及び関連の

各分野の計画等との整合性

を図りながら推進してまい

ります。 

― 
70～

71 

２１ 
子ども 

子育て 

「子どもの居場所・子

ども食堂」を実施して

いる団体については、

食事提供のみでなく、

学習、環境などの支援

をする団体もあり、最

近はそのような団体が

子どもに直接的に効果

を上げた支援を行って

いるケースが多い。そ

のため、「子どもの居場

所・子ども食堂」の文言

の後ろに「等」を追記し

て欲しい。 

現状の「主な取組」に記載し

ております「子どもの居場

所・子ども食堂への支援」に

関しましては、様々な支援も

あわせて実施する団体があ

りますことを認識しており

ますが、本件で支援の対象と

しております事業は、「子ど

もの居場所づくりや食事の

提供、学習支援等」としてお

りますので、ご理解をいただ

ければと存じます。 

― 

44～

45 

 

72～

74 

２２ 
子ども 

子育て 

「子どもの居場所・子

ども食堂」を実施して

いる団体については、

学 習 の 支 援 に 留 ま ら

ず、「体験をする機会」

を 提 供 し て い く こ と

で、広い視野を持つこ

とができ、成長の過程

で学習がより活きてく

ると感じている。その

ため、団体の活動の説

明文に「体験をする機

会の提供」を追記して

欲しい。 

 

本計画における「子どもの居

場所・子ども食堂」を実施し

ている団体の活動の説明文

には、当該団体の主な活動を

列記した形で「子どもの居場

所づくりや食事の提供、学習

支援等」と記載しておりま

す。当該団体の皆様の様々な

活動の全てを記載できては

おりませんが、「学習支援等」

の「等」中には、ご意見にあ

ります「体験をする機会の提

供」についても含めて考えて

おります。 

〇 

44～

45 

 

72～

74 
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２３ 
子ども 

子育て 

「子どもの居場所づく

り事業」に関する記載

には、「関係団体同士の

連携を強化する取組へ

の支援」との文言があ

るが、「関係団体同士の

連携」というフレーズ

が何を意味しているの

か不明である。 

「関係団体同士の連携」につ

いては、食事の提供や学習支

援等「子どもの居場所づくり

事業」に関係する事業を実施

していただいている団体同

士の連携のことを指してお

り、区では、この連携の強化

に資する団体の皆様の取組

を支援することを通じて、子

どもたちが気軽に相談でき

る環境を区内に整えてまい

ります。 

― 
44～

45 

２４ 
子ども 

子育て 

「子どもの居場所づく

り事業」に関して、「わ

っか等と連携」とあり

ますが、現状では「わっ

か」の支援活動が効果

的に広がっているとは

あまり感じられず、連

携先の記載に「わっか」

に加えて、「地域での子

ども若者の支援活動」

を追記して欲しい。 

「子どもの居場所づくり事

業」の連携先として「わっか

等」と記載しておりますが、

この「等」には「地域での子

ども若者の支援活動」も含め

て考えております。 

また、「子どもの居場所づく

り事業」において「わっか」

による支援の効果を感じて

いただけるよう、今後も様々

な活動に取り組んでまいり

ます。 

〇 
44～

45 

２５ 
子ども 

子育て 

「あらかわ子ども応援

ネットワーク」は、教育

と福祉の混ざり合った

支援を行っていること

から、ネットワーク内

で連携している機関の

説明の中に、「教育機

関」・「大学」を追記して

欲しい。 

いただいたご意見を踏まえ、

「あらかわ子ども応援ネッ

トワーク」内で連携している

機関の説明の中に、「教育機

関」を追記しました。 ◎ 
50～

51 

 


